
証券コード　5973

2026年６月11日

株 主 各 位
大阪府四條畷市中野新町10番20号

代表取締役社長 北川芳仁

　当社ウェブサイト
　https://www.toami.co.jp/ir/general_meeting/

　東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
　https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

第87回定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
　さて、当社第87回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますの
で、ご通知申し上げます。

　本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提
供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェ
ブサイトに掲載しておりますので、以下のウェブサイトにアクセスのうえ、ご確
認くださいますようお願い申し上げます。

　また、電子提供措置事項は、当社ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東
証）のウェブサイトにも掲載しておりますので、以下よりご確認ください。

（上記ウェブサイトにアクセスいただき、銘柄名（トーアミ）または証券コード
（５９７３）を入力・検索し、｢基本情報｣、｢縦覧書類／ＰＲ情報」を順に選択
いただき「縦覧書類」にある「株主総会招集通知／株主総会資料」欄よりご確認
ください。）

　なお、当日ご出席されない場合には、インターネットまたは書面（郵送）

によって議決権を行使することができますので、お手数ながら株主総会参考

書類をご検討のうえ、後述のご案内に従い、2026年６月25日（木曜日）午後

５時までに議決権を行使してくださいますようお願い申し上げます。

敬　具

－ 1 －



１．日 時 2026年６月26日（金曜日）午前10時

２．場 所 大阪府四條畷市中野新町10番20号　当社本社３階会議室

３．目的事項

報告事項 １. 第87期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）

事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査

等委員会の連結計算書類監査結果報告の件

２. 第87期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）

計算書類報告の件

決議事項

第１号議案 　剰余金の処分の件

第２号議案 　取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件

以　上

     

記

　当日ご出席の際は、お手数ながら本招集通知とあわせてお送りする議決権

行使書用紙を会場受付にご提出ください。

　お身体が不自由な株主様におかれましては、当日の車いすのサポートや座

席への誘導、受付の筆談サポート等が必要な場合や、同伴の方がいらっしゃ

る場合には、前日までにご連絡をお願い申し上げます。また、車いすの方が

ご利用いただけるお手洗いがございませんので、事前にお済ませの上お越し

ください。

　なお、ご来場いただきました株主様へのお土産のご提供はございません。

　何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

　電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の当社ウ

ェブサイト及び東証ウェブサイトにおいて、その旨、修正前及び修正後の事

項を掲載いたします。

－ 2 －



議決権行使についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆さまの大切な権利です。

株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。

議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

株主総会に
ご出席される場合

インターネットで議決権を
行使される場合

書面（郵送）で議決権を
行使される場合

議決権行使書用紙を会場受付にご提

出ください。

次ページの案内に従って、議案の賛

否をご入力ください。

議決権行使書用紙に議案に対する賛

否をご表示の上、切手を貼らずにご

投函ください。

開催日時 行使期限 行使期限

2026年６月26日（金曜日）

午前10時　開始

（受付開始:午前９時30分）

2026年６月25日（木曜日）

午後５時　入力完了分まで

2026年６月25日（木曜日）

午後５時　到着分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○

議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード

ログインID

仮パスワード

見 本

こちらに議案の賛否をご記入ください。

第１号議案

● 賛成の場合 「賛」の欄に〇印

● 反対する場合 「否」の欄に〇印

第２号議案

● 全員賛成の場合 「賛」の欄に〇印

● 全員反対する場合 「否」の欄に〇印

●
一部の候補者に

反対する場合

「賛」の欄に〇印をし、

反対する候補者の番号を

ご記入ください。

※議決権行使書用紙はイメージです。

・インターネット及び書面（郵送）の両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権
行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネットにより複数回、議決権
行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

・書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がな
い場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。

・代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主の方１名を代理人として株主総会
にご出席いただけます。ただし、代理人を証明する書面のご提出が必要となりますのでご了承くださ
い。
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インターネットによる議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法
ログインID・仮パスワードを

入力する方法

議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワードを入力する

ことなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

議決権行使

ウェブサイト
https://evote.tr.mufg.jp/

　

以降は画面の案内に従って賛否をご入力

ください。
２

議決権行使書用紙に記載のQRコードを読
み取ってください。

１

※‌�「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議　決　権　の　数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○

議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード

ログインID

仮パスワード

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議　決　権　の　数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○

議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード

ログインID

仮パスワード
見 本

見 本

以降は画面の案内に従って賛否をご入力

ください。
３

議決権行使ウェブサイトにアクセスして

ください。
１

議決権行使書用紙に記載された「ログイン
ID・仮パスワード」を入力しクリックして
ください。

２

「ログイン
ID・ 仮 パ
スワード」
を入力

「ログイン」
をクリック

※操作画面はイメージです。

インターネットによる議決権行使で

パソコンやスマートフォンの操作方法などが

ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部　ヘルプデスク

0120－173－027
（通話料無料／受付時間 午前９:00～午後９:00）
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（2025年４月１日から）2026年３月31日まで

事　 業　 報　 告

１. 企業集団の現況
(1) 当事業年度の事業の状況

① 事業の経過及び成果

　当連結会計年度における世界経済は、ウクライナ情勢の長期化に加えイ

ラン紛争の勃発に伴うエネルギー供給不安が深刻化し、地政学リスクが依

然として高い水準で推移するなか、米国トランプ政権の通商政策を巡る停

滞など、安定感に欠ける状況が続きました。各主要地域の概況として、米

国では金融政策の転換が進む一方、インフレの再燃懸念や為替への影響が

注視され、欧州では欧州中央銀行（ECB）による利下げが進むものの、ド

イツを中心とした製造業の停滞やエネルギー価格の不透明感が企業活動の

重石となり、中国では不動産市場の調整や内需の弱さが継続するなど、全

体として不確実性の高い状況に終始いたしました。わが国経済につきまし

ては、継続的な賃上げによる雇用・所得環境の改善やインバウンド需要の

回復を背景に、景気は緩やかな回復基調を保ちました。また、衆議院選挙

における与党の大勝を受け、強力な経済施策への期待が高まる一方、日本

銀行の金融政策正常化に伴う金利上昇が設備投資や住宅投資に与える影響

や、原材料・エネルギー価格高騰や調達資材不足による企業活動への影響

など、経済動向の先行きについては、依然として慎重な見極めを要する状

況にあります。

　当社グループの主な事業分野である建設・土木業界におきましては、公

共投資は着実な推移を維持し、民間建設投資についても持ち直しの動きが

見られるなど、建設投資全体としては一定程度の需要は維持されました。

しかしながら、時間外労働の上限規制の適用に伴う工期の長期化や慢性的

な人手不足の常態化に加え、今後一部の材料調達難や価格の急騰が見込ま

れるなど、当社グループを取り巻く事業環境は、今後も厳しい状況が予想

されます。

　このような環境において、当社グループは、2024年４月から2027年３月

までの３か年を対象期間とする中期経営計画を策定し、「顧客価値向上に

焦点を当てた事業の再構築」「社員の成長を目的とした積極的な人的資本

投資」「業界のロールモデルになる社会貢献と環境経営」の３つの基本方

針の下、安定的に成長を継続できる、新しいトーアミグループのあるべき

姿を追求し、「個の確立と機能発揮」「融合・連携の強化」「新しい価値

の創造」「貢献と還元」の４つの重要施策に取り組んでおります。
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区　分

第　86　期
（2025年３月期）

第　87　期
（2026年３月期）

前 期 比 増 減

金    額 金    額 金  額 増減率

土 木 建 築 用 資 材 事 業
千円 千円 千円 ％

14,373,285 13,748,561 △624,724 △4.3

土 木 ・ 建 築 工 事 事 業
千円 千円 千円 ％

3,731,379 4,643,275 911,895 24.4

合 計
千円 千円 千円 ％

18,104,665 18,391,836 287,171 1.6

　当社グループの当連結会計年度の売上高は、土木・建築工事事業の売上

高が増加し、183億91百万円（前年同期比1.6％増）となりました。

　損益面におきましては、土木建築用資材事業において販売数量が減少し

たほか、材料価格が高止まりする状況にありましたが、売上総利益率の改

善と販売価格水準の維持に努めた結果、営業利益は２億16百万円（前年同

期は営業損失１億11百万円）、持分法適用会社への債権放棄等もあり、持

分法による投資利益１億４百万円、貸倒引当金繰入額１億19百万円をそれ

ぞれ計上した結果、経常利益は２億75百万円（前年同期は経常損失30百万

円）となりました。また、親会社株主に帰属する当期純利益は１億75百万

円（前年同期は親会社株主に帰属する当期純損失６百万円）となりまし

た。

　当社グループの売上高を事業セグメント別に示すと、次のとおりであり

ます。

② 設備投資の状況

　当事業年度において実施いたしました当社グループの設備投資の総額は

５億63百万円で、主に製造設備の更新、改良・移設を実施しました。

③ 資金調達の状況

　当社グループでは当事業年度において、銀行からの借入を実施し、借入

金の当期末残高は41億３百万円となっております。

④ 重要な企業再編成等の状況

　当社は、株式会社エアードの株式を取得し、当社の連結子会社といたし

ました。
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区　分
第84期

(2023年３月期)
第85期

(2024年３月期)
第86期

(2025年３月期)
第87期

(2026年３月期)

売 上 高（千円） 15,414,519 17,628,035 18,104,665 18,391,836

経 常 利 益
（△は経常損失）

（千円） △95,901 337,823 △30,468 275,554

親会社株主に帰属
す る 当 期 純 利 益
（ △ は 純 損 失 ）

（千円） △72,200 247,352 △6,437 175,601

１株当たり当期純利益
（ △ は 純 損 失 ）

（ 円 ） △11.86 41.39 △1.12 30.66

総 資 産（千円） 18,359,870 19,511,655 19,094,138 18,821,050

純 資 産（千円） 10,782,302 10,991,588 10,800,513 11,070,194

１株当たり純資産額（ 円 ） 1,787.43 1,918.31 1,878.94 1,949.54

区　分
第84期

(2023年３月期)
第85期

(2024年３月期)
第86期

(2025年３月期)
第87期

(2026年３月期)

売 上 高（千円） 12,542,857 13,487,010 12,368,668 11,899,941

経 常 利 益
（△は経常損失）

（千円） △130,431 206,014 △106,294 154,750

当 期 純 利 益
（ △ は 純 損 失 ）

（千円） △43,532 178,460 27,208 75,072

１株当たり当期純利益
（ △ は 純 損 失 ）

（ 円 ） △7.15 29.86 4.75 13.11

総 資 産（千円） 16,475,147 16,575,199 15,974,018 15,640,642

純 資 産（千円） 10,112,783 10,186,249 10,045,059 10,170,308

１株当たり純資産額（ 円 ） 1,678.68 1,781.95 1,751.36 1,794.16

(2) 直前３事業年度の財産及び損益の状況

① 企業集団の財産及び損益の状況の推移

② 当社の財産及び損益の状況の推移
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会 社 名 資 本 金 当社の議決権比率 主 要 な 事 業 内 容

住倉鋼材株式会社 50,000千円 100.00％
土木建築用資材（溶接金網、
フープ等）の製造販売

株式会社渡部建設 20,000千円 100.00％ 土木・建築工事業

ＦＤテクノ株式会社 30,000千円 85.10％
土木建築用資材（ファブデッ
キ床版）の製造販売

株式会社中條工務店 40,000千円 99.00％ 土木・建築工事業

株式会社エアード 75,000千円 99.00％ 土木・舗装工事業

(3) 重要な子会社の状況

① 重要な子会社の状況

（注）１．株式会社渡部建設は議決権のない優先株式を発行しており、議決権比率について

は、議決権のない優先株式を除いて算出しております。

２．2025年４月１日に株式会社エアードの株式99％を取得し、同社を連結子会社といた

しました。

② その他の重要な企業結合の状況

　SMC TOAMI LIMITED LIABILITY COMPANY を持分法の範囲に含めております。

(4) 対処すべき課題

　当社グループは、2024年4月から2027年3月までの3か年を対象期間とする

中期経営計画のなかで、次の4つの重点施策に取り組んでおります。

・個の確立と機能発揮

　ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）化を一段と加速させるため、

事務業務の一元化を目指すビジネスオペレーションセンター内に、システム

エンジニアを配置し、ＡＩを活用した「バイブコーディング」によるシステ

ム開発を開始いたしました。 これにより、業務の自動化・効率化を現場レ

ベルで実現し、社員一人ひとりがより創造的で高度な業務に集中できる環境

を整え、個の能力を最大化させる組織づくりに邁進してまいります。

・融合・連携の強化

　グループ会社間及び各事業部間のシナジーを深化させるため、拠点機能の

強化を継続しております。本年度は、渡部建設の九州出張所及び関西出張所

をそれぞれ「営業所」へと格上げいたしました。これにより、両拠点は重要

拠点としての存在感を高め、地域に根差した機動的な営業・施工体制が確立

されました。住倉鋼材内に設置した九州ブロック統括本部とも密に連携し、

グループ全体での情報の共有と「協働」の質をさらに向上させてまいりま

す。
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・新しい価値の創造

　2024年４月の中條工務店、2025年４月のエアードに続き、2026年４月には

アラキヂ工務店を新たにグループへ迎え入れました。1989年の設立以来、東

京・神奈川エリアを中心に建築向け型枠工事で高い信頼を築いてきた同社

は、当社グループにとって関東圏における心強い施工拠点となります。これ

により、工事セグメントは4社体制となり、事業基盤はさらに強固なものと

なりました。

　千葉県に拠点を置く当社関東事業部やＦＤテクノ関東との連携により、資

材供給から施工までの一気通貫したサポート体制を、首都圏においてより深

化させてまいります。

・貢献と還元

　持続可能な社会への貢献を目指すサステナビリティ経営を推進するととも

に、人的資本への投資を強化しております。2024年より導入した執行役員制

度に伴う「譲渡制限付株式報酬制度」の拡充については、さらなる企業価値

向上への意欲を高め、株主の皆様との価値共有をより広範なものとするた

め、付与対象をグループ会社の代表者や、当社の高度専門職人材まで拡大す

ることを検討しております。

　当社は引き続き、「安定した成長へ」を新しい旗幟に、お客様の要望を確

実に捉え、応変できる唯一無二の企業形態を目指し、持続的な増収と高収益

化の実現による企業価値の向上を目指してまいります 。

　株主の皆様におかれましては、より一層のご支援ご鞭撻を賜りますようお

願い申し上げます。
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　事　業　区　分 事　業　内　容

土木建築用資材事業
棒線加工品（溶接金網及び鉄筋加工品）、コンクリート二次製品用

溶接金網、メッシュフェンス、ファブデッキ床版等の製造、販売

土木・建築工事事業
造成工事、型枠大工工事、コンクリート工事、駐車場整備工事、河

川護岸工事、外構工事、舗装工事 等

(5) 主要な事業内容（2026年３月31日現在）

事　業　所　名 営　業　内　容 所　在　地

本社
－ 大阪府四條畷市

ビジネスオペレーションセンター 福岡県北九州市

関東事業部 営業部・千葉工場 千葉県白井市

中部事業部 営業部・愛知工場 愛知県岡崎市

関西事業部
営業部・奈良工場 奈良県生駒市

営業部・四條畷工場 大阪府四條畷市

中国事業部 営業部・岡山工場 岡山県瀬戸内市

北九州事業部 営業部・福岡工場 福岡県飯塚市

南九州事業部 営業部・都城工場 宮崎県都城市

子　会　社　名 主　要　な　営　業　所　及　び　工　場

住倉鋼材株式会社 本社・本社工場（福岡県北九州市）

株式会社渡部建設
本社（静岡県浜松市）・浜松尾野遊具工場（静岡県浜松市）
・北九州営業所（福岡県北九州市）
・関西営業所（大阪府四條畷市）

ＦＤテクノ株式会社
本社・本社工場（福岡県宮若市）、
関東工場（千葉県白井市）

株式会社中條工務店 本社（福岡県中間市）

株式会社エアード 本社（静岡県牧之原市）

(6) 主要な営業所及び工場（2026年３月31日現在）

① 当社

② 子会社
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事 業 区 分 使 用 人 数 前 期 末 比 増 減

土木建築用資材事業 260名（29名） 5名減（2名増）

土木・建築工事事業 109名（37名） 2名増（7名増）

全　社（ 共　通 ）  37名（ 3名） 7名増（  － ）

合　　計 406名（69名） 4名増（9名増）

使 用 人 数 前 期 末 比 増 減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

249名（26名） 3名増（3名増） 46才4ヶ月 16年7ヶ月

(7) 使用人の状況（2026年３月31日現在）

① 企業集団の使用人の状況

（注）使用人数は就業人員数であり、臨時従業員（準社員及びパートタイマー）は（　）内

に年間の平均人員を外数で記載しております。

② 当社の使用人の状況

（注）使用人数は就業人員数であり、臨時従業員（準社員及びパートタイマー）は（　）内

に年間の平均人員を外数で記載しております。

借 入 先 借 入 金 残 高

株式会社りそな銀行 1,011,717 千円

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 1,031,716 千円

株式会社三井住友銀行 1,020,050 千円

(8) 当社の主要な借入先の状況（2026年３月31日現在）
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① 発行可能株式総数 22,000,000株

② 発行済株式の総数 6,400,000株

③ 株主数 1,640名

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

東 洋 物 産 株 式 会 社 618,532
株

10.91
％

北 川 芳 仁 390,296 6.89

阪 和 興 業 株 式 会 社 378,000 6.67

伊藤忠丸紅住商テクノスチール株式会社 368,000 6.49

小 野 建 株 式 会 社 368,000 6.49

ト ー ア ミ 従 業 員 持 株 会 315,280 5.56

細 川 幸 祐 300,500 5.30

北 　 川 　 麻 理 子 115,322 2.03

佐 々 木 　 裕 紀 子 115,322 2.03

株 式 会 社 り そ な 銀 行 100,000 1.76

２. 会社の現況
(1) 株式の状況（2026年３月31日現在）

④ 大株主（上位10名）

（注）　当社は、自己株式731,435株を保有しておりますが、表記しておりません。
　なお、上記の持株比率は、発行済株式の総数から当該自己株式数を控除して計算
しております。

⑤ 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況

　　該当事項はありません。

(2) 新株予約権等の状況

　該当事項はありません。
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会社における地位 氏 名 担 当 重 要 な 兼 職 の 状 況

代表取締役社長 北 川 芳 仁

取 締 役
上席執行役員

下 田 修 一 業務統括本部長

取 締 役
上席執行役員

古 田 貴 久 管理本部長

取 締 役
アレキサンダー・
キャンベル・
ベ ネ ッ ト

株式会社文化舎インターナショナル出版
取締役

取 締 役
（常勤監査等委員）

德 渕 弘 司

取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ）

藤 木 晴 彦 藤木晴彦税理士事務所　税理士

取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ）

小 礒 ゆ か り 税理士法人ＫＴリライアンス　代表社員

取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ）

内 海 二 郎

(3) 会社役員に関する事項

① 取締役の氏名等（2026年３月31日現在）

（注）１．取締役アレキサンダー・キャンベル・ベネット氏、取締役（監査等委員）藤木晴彦

氏、小礒ゆかり氏及び内海二郎氏は、社外取締役であります。

２．取締役アレキサンダー・キャンベル・ベネット氏は、現在、大学教授及び研究所所長

の任にあり、地域貢献や国際交流の場で精力的に活動を行われるなど、幅広い経験とグ

ローバルな知見を有しております。

３．取締役（監査等委員）藤木晴彦氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関

する相当程度の知見を有するものであります。

４．取締役（監査等委員）小礒ゆかり氏は、税理士の資格を有しており、専門的な知識・

経験等に基づき各種企業の業務サポート・助言を行っていることから、財務及び会計に

関する相当程度の知見を有するものであります。

５．取締役（監査等委員）内海二郎氏は、金融機関において財務面及び経営面での支援及

び育成に携わり、また、前勤務企業においては経営資源の管理及び運用業務に従事して

おり、企業経営や管理業務全般に関する相当程度の知見を有するものであります。

６．取締役（常勤監査等委員）德渕弘司氏は、30年間にわたり当社の経理業務に従事し、財

務・会計全般に精通していると同時に、内部監査室長の経験から内部統制に関する知識も

豊富であることから、監査等委員の監査・監督機能を強化し、日常的な情報収集及び内部

監査部門等との十分な連携を行うため、常勤監査等委員として選定しております。

７．当社は、取締役アレキサンダー・キャンベル・ベネット氏、取締役（監査等委員）藤

木晴彦氏、小礒ゆかり氏及び内海二郎氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員とし

て同取引所に届け出ております。

８．取締役アレキサンダー・キャンベル・ベネット氏の重要な兼職先である株式会社文化

舎インターナショナル出版と当社との間には特別の関係はありません。

９．取締役（監査等委員）藤木晴彦氏の重要な兼職先である藤木晴彦税理士事務所と当社

との間には特別の関係はありません。

10．取締役（監査等委員）小礒ゆかり氏の重要な兼職先である税理士法人ＫＴリライアン

スと当社との間には特別の関係はありません。
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② 役員報酬等の内容の決定に関する方針

　当社の役員報酬制度は、固定報酬と譲渡制限付株式報酬とに区分し配分

しており、業績連動型報酬制度は採用しておりません。また、2017年６月

29日の定時株主総会において、取締役６名（員数10名以内）（監査等委員

である取締役３名除く。）の報酬限度額を年額２億50百万円以内（使用人

兼務取締役の使用人分給与を除く。）、うち社外取締役は年額20百万円以

内、監査等委員である取締役３名（員数４名以内）の報酬限度額について

は、年額30百万円以内、インセンティブ報酬としての譲渡制限付株式報酬

についても、年額20百万円以内（社外取締役及び監査等委員である取締役

を除く。）と決議されております。

　なお、役員退職慰労金制度につきましては、2017年６月29日の定時株主

総会決議により廃止いたしました。

　役員報酬の算定方法及び決定過程に関しましては、「役員報酬規程」に

基づき取締役（監査等委員である取締役を除く。）と監査等委員である取

締役に区分し、それぞれ株主総会において定められた範囲内で各取締役に

配分しております。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬総

額については、代表取締役社長が各役員の事業遂行への貢献度等を総合的

に評価し区分ごとの報酬総額案を取締役会及び監査等委員会に提出し、監

査等委員会の意見を踏まえ、取締役会の承認を得ており、個別の報酬額に

ついては、取締役会の決議により一任された代表取締役社長北川芳仁が、

担当の職責及び職務並びに職位とその在任期間等を勘案し、役位別標準額

及び従前の報酬額等を斟酌したうえで決定しており、上位の役位への昇任

過程も同様であります。なお、委任した理由につきましては、当社の代表

取締役社長として当社グループの経営を統括しているため、当社グループ

全体の業績等を総合的に勘案し、各取締役の報酬額を決定できると判断し

たためであります。

　監査等委員である取締役につきましては、その独立性に配慮し、職務及

び責任に見合った水準の報酬体系を基準とし、監査等委員である取締役が

協議し決定しております。

　当社は、報酬委員会等の機関は設けておりませんが、役員報酬額につい

ては、あくまでも経営成績の結果を十分見極めたうえで取締役会が意見を

述べ、安易な配分にならないよう監査等委員会の客観的な意見を反映させ

ることとしており、社外取締役及び監査等委員である取締役の報酬額につ

いては、就任時の事情及び社会的地位並びに貢献度等も斟酌し決定してお

ります。

　当該事業年度に係る役員報酬に関する上記の方針については、2021年２

月５日の取締役会で「役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関す
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役 員 区 分
報 酬 等 の 総 額
（ 千 円 ）

報酬等の種類別の総額（千円） 対 象 と な る
役 員 の 員 数
（ 名 ）固 定 報 酬

譲 渡 制 限 付
株 式 報 酬

取締役（監査等委員を除く）
（ う ち 社 外 取 締 役 ）

88,290
（2,400）

86,700
（2,400）

1,590
（－）

5名
（2名）

取締役（監査等委員）
（ う ち 社 外 取 締 役 ）

13,230
（6,600）

13,230
（6,600）

－
（－）

5名
（3名）

合 計
（ う ち 社 外 役 員 ）

101,520
（9,000）

99,930
（9,000）

1,590
（－）

10名
（5名）

る方針」として決議され、2025年６月26日の取締役会で当該方針に沿って

決定されていることを確認しております。

③ 取締役の報酬等の総額

（注）１．上表には2025年６月26日開催の第86回定時株主総会終結の時をもって退任した監査等

委員である取締役1名及び社外取締役を退任し監査等委員である社外取締役に選任され

た1名が含まれております。

２．取締役の報酬等の総額には使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

３．譲渡制限付株式報酬は、前事業年度中に職務執行の対価として当社役員に株式の交付

を行わなかったため、当事業年度中に払込を行った譲渡制限付株式報酬の一部のみ記載

しております。
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区 分 氏 名
出席状況発言状況及び社外取締役に期待され
る 役 割 に 関 し て 行 っ た 職 務 の 概 要

取 締 役
アレキサンダー・
キャンベル・
ベ ネ ッ ト

当事業年度に開催された取締役会のうち就任以降に開催され
た12回の全てに出席し、グローバルな視点と人文科学の知見
に基づき、人的資本投資やリスク対策にについて積極的に発
言を行い、経営の透明性向上と監督機能強化に関する提言・
指摘を行っております。

取 締 役
（監査等委員）

藤 木 晴 彦

当事業年度に開催された取締役会16回及び監査等委員会9回
の全てに出席し、税務・企業財務に関する幅広い見識と経験
に基づき、コンプライアンス体制及び経営監視体制の強化に
関する提言・指摘等を行っております。

取 締 役
（監査等委員）

小 礒 ゆ か り

当事業年度に開催された取締役会16回及び監査等委員会9回
の全てに出席し、中立的かつ客観的立場から、コンプライア
ンス体制及び経営監視体制の強化に関する提言・指摘等を行
っております。

取 締 役
（監査等委員）

内 海 二 郎

当事業年度に開催された取締役会16回及び監査等委員会7回
の全てに出席し、そのうち、2025年6月までの4回の取締役会
に社外取締役として、以降の12回は社外取締役（監査等委
員）として、企業経営・財務等に関する幅広い見識と経験に
基づき経営全般に対する助言及び、経営監視の視点からの提
言・指摘等を行っております。

④ 社外役員に関する事項

 (ｲ)重要な兼職先と当社との関係

　重要な兼職先と当社との関係につきましては「① 取締役の氏名等」に

記載のとおりです。

 (ﾛ)当事業年度における主な活動状況

⑤ 責任限定契約の内容の概要

　当社と取締役アレキサンダー・キャンベル・ベネット氏、取締役（監査

等委員）藤木晴彦氏、小礒ゆかり氏及び内海二郎氏は、会社法第427条第

１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約

を締結しております。

　当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としてお

ります。

⑥　役員等賠償責任保険契約の内容の概要

　当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約

を保険会社との間で締結し、被保険者（取締役及び監査等委員である取締

役）が負担することになる法律上の損害賠償金、訴訟費用を補填するもの

とし、当該保険料については全額当社負担としております。

　被保険者の故意による背信行為、犯罪行為もしくは詐欺行為または故意

による法令違反に起因して生じた損害等は補填されないなどの免責事項が

あります。
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公認会計士法第２条第１項の業務に係る報酬等の額 22,600千円

当社及び当社の連結子会社が会計監査人に支払うべき

金銭その他の財産上の利益の合計額
22,600千円

(4) 会計監査人の状況

① 名称

ネクサス監査法人

② 報酬等の額

（注）１．当社と会計監査人との監査契約において、「会社法」に基づく監

査と「金融商品取引法」に基づく監査報酬等の額を明確に区分して

おらず、実質的にも区分できないため、報酬等の額にはこれらの合

計額を記載しております。

２．監査等委員会は、会計監査人による当事業年度監査計画の内容、

監査時間及び報酬見積り等の妥当性を検討した結果、会計監査人の

報酬等について会社法第399条第１項の同意を行っております。

③ 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

　監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必

要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不

再任に関する議案の内容を決定いたします。取締役会は、監査等委員会の

当該決定に基づき、会計監査人の解任又は不再任にかかる議案を株主総会

に提出いたします。

　また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当する

と認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任

いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最

初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の

理由を報告いたします。
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(5) 業務の適正を確保するための体制

① 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保す

るための体制

・　企業として企業倫理や法令遵守の基本姿勢を明確にし、全ての取締役及

び使用人が社会の信頼に応えるコンプライアンス体制の維持向上のため、

代表取締役社長自身が企業活動の基本であるコンプライアンス精神を遵守

し、かつ伝達・啓蒙し、管理本部に内部統制推進部門の責任者として担当

取締役を配置しております。

・　また、当社及びグループ会社の内部統制を推進するため、管理本部長が

リスク管理委員会及びコンプライアンス委員会並びにサステナビリティ委

員会の各委員長として、リスク管理とコンプライアンスの体制構築及び社

内整備することに加え、サステナビリティへの取り組みを強化することと

しております。

・　リスク管理委員会は、リスク管理に関する当社及び子会社に必要な情報

を共有し、会社の損失を最小化する活動を統括し、コンプライアンス委員

会は、企業倫理やコンプライアンス精神の強化及び向上のため、具体的施

策を立案、検討し、サステナビリティ委員会は、SDGsの目標への進捗確認

やCO₂削減に向け積極的な取り組みを協議検討しております。これらの委

員会は、重要な検討課題は取締役会に報告し、当社及び子会社の全使用人

へ周知徹底し、社内啓発に努めております。また、監査等委員会及び内部

監査室と連携し、問題点等を調査し把握するとともにその改善に努めてお

ります。

（反社会的勢力排除に向けた基本方針）

・　当社及びグループ会社は、反社会的な個人及び団体からの不当要求やそ

れらに対する利益供与を排除し、毅然として対決していくこととし、仮に

反社会的勢力による事案が発生した場合には、管理本部総務部を統括部署

として情報を一元化し、組織的に遮断するための体制を整え、グループと

して対処いたします。また、社内研修や啓蒙により周知徹底を図ることと

しております。さらに、地元警察署との連携を密にするとともに、反社会

的勢力と関係遮断を目的とする団体に加盟し、外部情報の収集及び意見交

換を行っております。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

・　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理については、管理本部に

統括責任者としての取締役を配置し、情報の厳正管理と保存を行い、ま

た、監査等委員である取締役は、取締役（監査等委員である取締役を除

く。）の職務遂行に係る情報の保存及び管理が関連規程に準拠し実施され

ているかを監査し、必要があれば取締役会に報告しております。また、各

取締役は、いつでもこの文書等を閲覧することができます。

③ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

・　代表取締役社長は、当社の属する業界を含めた将来的な事業環境を展望
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し、定めた年次経営目標が、業務執行部門の責任者によって確実に遂行さ

れるよう指導、監督し、当該目標達成のための具体的な方針及び重点施策

を指示しております。取締役の職務執行は、取締役会の迅速な意思決定に

基づき、その責任範囲及び権限に基づき遂行しております。

④ 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

・　当社グループ会社の経営管理及び内部統制については、当社が子会社の

自主性を尊重しつつ、適切な管理運営を行い、グループ全体の経営効率と

健全性を確保するため、子会社において経営上重要な事項を決定する場合

は、都度当社へ報告され、事前協議を行い、承認を得る体制となっており

ます。

・　当社の代表取締役社長は、グループ全体での業務の適正を確保するた

め、子会社の経営者と常日頃から経営状況に関する十分な協議と情報交換

を行うとともに、当社の取締役等を子会社の取締役及び監査役として派遣

し、子会社の取締役の職務執行を監視、監督し、業務執行状況を監査する

体制としております。

・　当社及び子会社に重大な影響を与える不測の事態が発生した場合は、当

社の代表取締役社長を対策本部長とする危機管理対策本部を設置し、迅速

かつ必要な初期対応を実施すると同時に、損害及び影響を最小化するため

の体制を整えております。

・　取締役会は、適宜グループ管理体制の見直しを行い、監査等委員会及び

内部監査室が子会社の監査を実施し、グループ経営の適正な運営が確認で

きる体制としております。

⑤ 監査等委員会が職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合におけ

る、当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役（監査等委員である

取締役を除く。）からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性確保

に関する事項

・　当社の規模及び監査の実務量から、常時補助部門及び専任の使用人は置か

ないものとしておりますが、監査等委員会が、職務を補助する使用人を置く

ことを求めた場合には、取締役（監査等委員である取締役を除く。）と協議

の上、監査業務を補助する使用人を決定することになっております。

・　監査補助者である使用人の人事に関しては、当該使用人の取締役（監査

等委員である取締役を除く。）からの独立性を確保し、監査等委員会の指

揮命令下に置くものとしております。

⑥ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人が監査等委員会

に報告するための体制､その他の監査等委員会への報告に関する体制

・　監査等委員会は、重要な意思決定のプロセスや業務執行状況を把握するた

め、いかなる時も当社及び子会社の取締役（監査等委員である取締役を除

く。）、使用人に対して報告を求めることができるものとしております。

・　当社及び子会社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人

は、当社グループの経営成績や業務遂行に重大な影響を与える法令違反及び定
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款違反並びに会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を発見した場合は、速

やかにその事実を監査等委員会に報告するものとしております。

・　取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人が、当該報告を

行った者に対して、それを理由とする不利益な扱いをすることは、「内部

通報規程」により固く禁じております。

・　監査等委員会が調査を必要とする場合には、随時当社の取締役（監査等委

員である取締役を除く。）及び子会社の取締役並びに使用人に報告を求める

ことができ、また、議事録等の情報記録を閲覧できるものとしております。

⑦ 財務報告の信頼性を確保するための体制

・　当社及び子会社の財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法及

びその他関係法令並びに内部統制評価基準に従い、内部統制の有効性を

評価し、財務報告の体制を整備・運用するとともに、その体制が適正に

機能することを継続的に評価し、不備があれば必要な是正措置を行うこ

ととしております。

⑧ 監査等委員の職務執行（監査等委員の職務執行に関するものに限る）に

ついて生じる費用又は債務処理に係る方針に関する事項

・　監査等委員である取締役が、職務執行について生じる費用の前払い等の

請求、又は支出した費用及び支出した日以後における利息の償還請求、負

担した債務の債権者に対する弁済を請求した時は、担当部門において審議

のうえ、監査等委員会の職務執行に必要でないと認めた場合を除き、速や

かに当該費用又は債務を処理することとしております。

(6) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

① 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保す

るための体制

・　取締役及び使用人は、当社の定める「取締役会規則」「コンプライアン

ス規程」「企業倫理規程」「トーアミ・グループ倫理規範」及び「トーア

ミ・グループ　コンプライアンスマニュアル」等に則り行動するととも

に、有事対応に備え、「リスク管理規程」「経営危機管理規程」及び「経

営危機対応マニュアル」（リスク・マネジメント・ポリシー）に基づき企

業リスクを抽出し、それぞれ開催されるリスク管理委員会及びサステナビ

リティ委員会並びにコンプライアンス委員会において事案を審議・検討

し、重要事項・必要事項に関しては取締役会に報告し対策を講じておりま

す。

・　これらは監査等委員会へも報告されると同時に、監査等委員は毎月開催さ

れる取締役会にも出席し、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の業

務執行が法令及び定款に適合していることを監視・監督しております。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

・　当社の取締役及び内部監査室は、取締役会その他の重要な会議ごとに作

成される議事録が文書取扱規程に沿って適切に保管・管理され、随時閲覧
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又はその写しを入手できる体制としております。

③ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

・　定時取締役会を毎月及び必要に応じて臨時取締役会が開催され、各議案の

審議・決定の他、職務執行が効率的に実施できる状況を確保しております。

・　業績の進捗管理及び重要業務の執行については、担当取締役の他、各事

業部長等部門責任者からも随時報告させ、問題の検討を含む業務執行の適

正を確保しております。

④ 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

・　当社の代表取締役社長が、適宜子会社を訪問し、代表取締役相互の定期

報告及び情報交換並びに指示伝達を行っております。また、重要な意思決

定については事前に当社の承認を得ることとしております。

・　子会社の自主性及び独自性を尊重しながら、グループ会社管理規程に基づ

き適正な運営管理を行うと同時に、コンプライアンス及びリスク管理体制に

おいても共有し、子会社からは随時必要事項の報告を受けております。

⑤ 監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取

締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性に関する事項

・　当社は、監査の規模等も勘案し専任の監査補助のための従業員は置かな

いものとしておりますが、必要に応じ本社の管理本部責任者が、監査等委

員会の要請により随時熟練した管理本部社員を補助者として配置する体制

をとっており、実務にあたることとしております。

⑥ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人が監査等委員会

に報告をするための体制、その他の監査等委員会への報告に関する体制及

び監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

・　監査等委員である取締役は、毎月開催の取締役会へ出席し、常勤監査等

委員は、取締役会のみならず役員会及び各事業部の責任者を委員とするリ

スク管理委員会及びサステナビリティ委員会並びにコンプライアンス委員

会等の社内会議へも適宜出席し、法令遵守に関する事項、リスク抽出に関

する事項の他、取締役の業務の執行状況も把握できる体制を確保しており

ます。

・　本社管理本部責任者は、常時常勤監査等委員である取締役との報告及び

情報交換の機会を持ち、業務の執行状況及び発生する諸問題等についても

必要に応じ意見を求めております。

⑦ 財務報告の信頼性を確保するための体制

・　監査等委員会は、会計監査人から事業年度の監査結果について定期的に

報告を受ける他、法令に基づく内部統制システムの整備状況等も確認し、

適宜会計監査人から監査状況を聴取しております。
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（2026年３月31日現在）
（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額

（資　産　の　部）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受 取 手 形

売 掛 金

完成工事未収入金

電 子 記 録 債 権

商 品 及 び 製 品

仕 掛 品

未 成 工 事 支 出 金

原材料及び貯蔵品

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

機械装置及び運搬具

土 地

建 設 仮 勘 定

そ の 他

無 形 固 定 資 産

の れ ん

そ の 他

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

関係会社長期貸付金

長 期 貸 付 金

退職給付に係る資産

そ の 他

貸 倒 引 当 金
　

8,728,372

1,997,797

53,552

1,954,909

708,848

1,137,929

736,233

422,991

145,650

1,535,123

109,299

△73,964

10,092,678

7,926,369

2,171,207

1,192,374

4,330,119

191,996

40,670

490,263

439,420

50,843

1,676,045

879,379

62,768

88,337

461,773

340,088

△156,302
　

（負　債　の　部）

流 動 負 債 6,657,156

支払手形及び買掛金 791,728

工 事 未 払 金 252,781

電 子 記 録 債 務 527,192

短 期 借 入 金 3,438,000

１年内返済予定の長期借入金 523,766

リ ー ス 債 務 14,684

未 払 法 人 税 等 83,673

賞 与 引 当 金 104,756

工 事 損 失 引 当 金 38,906

そ の 他 881,666

固 定 負 債 1,093,699

長 期 借 入 金 142,162

リ ー ス 債 務 43,547

退職給付に係る負債 100,038

役員退職慰労引当金 87,680

繰 延 税 金 負 債 508,323

そ の 他 211,948

負 債 合 計 7,750,856

（ 純 資 産 の 部 ）

株 主 資 本 10,581,865

資 本 金 1,290,800

資 本 剰 余 金 1,271,290

利 益 剰 余 金 8,378,575

自 己 株 式 △358,800

その他の包括利益累計額 469,248

その他有価証券評価差額金 397,196

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 123

為替換算調整勘定 △45,392

退職給付に係る調整累計額 117,322

非支配株主持分 19,080

純 資 産 合 計 11,070,194

資 産 合 計 18,821,050 負 債 純 資 産 合 計 18,821,050

連 結 貸 借 対 照 表

（注） 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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（2025年４月１日から）2026年３月31日まで
（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 18,391,836

売 上 原 価 15,304,984

売 上 総 利 益 3,086,851

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2,870,097

営 業 利 益 216,753
営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 23,092

受 取 賃 貸 料 32,969

持 分 法 に よ る 投 資 利 益 104,138

為 替 差 益
貸 倒 引 当 金 戻 入 額

29,095
6,428

そ の 他 34,909 230,634

営 業 外 費 用

支 払 利 息 33,756

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 119,416

支 払 手 数 料 1,450

そ の 他 17,209 171,833

経 常 利 益 275,554

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 4,879

負 の の れ ん 発 生 益 37,168 42,048

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 28,990

固 定 資 産 売 却 損 60

段 階 取 得 に 係 る 差 損 17,078 46,129

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 271,473

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 135,823

法 人 税 等 調 整 額 △50,360 85,462

当 期 純 利 益 186,010

非支配株主に帰属する当期純利益 10,408

親会社株主に帰属する当期純利益 175,601

連 結 損 益 計 算 書

（注） 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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（2025年４月１日から）2026年３月31日まで
（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計

当 連 結 会 計 年 度
期 首 残 高

1,290,800 1,271,290 8,294,743 △318,868 10,537,964

当連結会計年度変動額

剰 余 金 の 配 当 △91,769 △91,769
親 会 社 株 主 に 帰 属
す る 当 期 純 利 益

175,601 175,601

自 己 株 式 の 取 得 △39,932 △39,932

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 連 結 会 計 年 度 中 の
変 動 額 ( 純 額 )
当 連 結 会 計 年 度
変 動 額 合 計

－ － 83,832 △39,932 43,900

当 連 結 会 計 年 度 末
残 高

1,290,800 1,271,290 8,378,575 △358,800 10,581,865

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
非 支 配
株 主
持 分

純 資 産
合 計

その他有価
証 券 評 価
差 額 金

繰 延
ヘ ッ ジ
損 益

為替換算
調整勘定

退職給付
に係る調
整累計額

そ の 他 の
包 括 利 益
累 計 額
合 計

当 連 結 会 計 年 度
期 首 残 高

213,021 △417 △51,143 77,336 238,797 23,751 10,800,513

当 連 結 会 計 年 度 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △91,769
親 会 社 株 主 に 帰 属
す る 当 期 純 利 益

175,601

自 己 株 式 の 取 得 △39,932

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 連 結 会 計 年 度 中 の
変 動 額 ( 純 額 )

184,174 540 5,750 39,985 230,450 △4,671 225,779

当 連 結 会 計 年 度
変 動 額 合 計

184,174 540 5,750 39,985 230,450 △4,671 269,680

当 連 結 会 計 年 度 末
残 高

397,196 123 △45,392 117,322 469,248 19,080 11,070,194

連結株主資本等変動計算書

（注） 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結注記表

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記）

１. 連結の範囲に関する事項

（１）連結子会社の数　５社

　主要な連結子会社の名称

　住倉鋼材株式会社、株式会社渡部建設、ＦＤテクノ株式会社、株式会社中條工務店、株

式会社エアード

上記のうち、株式会社エアードについては、当連結会計年度において同社の株式を取得し

たことにより子会社となったため、連結の範囲に含めております。

（２）主要な非連結子会社の名称等

　主要な非連結子会社

　　TOAMI VIETNAM LLC

（連結の範囲から除いた理由）

非連結子会社は、小規模であり、総資産、売上高、当期純損益及び利益剰余金等は、連結

計算書類に重要な影響を及ぼしていないためであります。

２. 持分法の適用に関する事項

（１）持分法適用の関連会社数　１社

　　主要な会社名

　　　SMC TOAMI LIMITED LIABILITY COMPANY

（２）持分法を適用していない非連結子会社（TOAMI VIETNAM LLC）は、当期純損益及び利

益剰余金等からみて、持分法の対象から除いても連結計算書類に及ぼす影響が軽微であ

るため持分法の適用範囲から除外しております。

（３）SMC TOAMI LIMITED LIABILITY COMPANYについては、決算日が連結決算日と異なるた

め、同社の事業年度に係る計算書類を使用しております。

３. 連結子会社の事業年度等に関する事項

　住倉鋼材株式会社及びＦＤテクノ株式会社の事業年度の末日は、連結会計年度末と一致し

ております。

　株式会社渡部建設、株式会社中條工務店、株式会社エアードの事業年度の末日は、12月31

日であり、連結計算書類の作成にあたっては、同決算日現在の計算書類を使用し、連結決算

日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行うこととしております。
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４. 会計方針に関する事項

（１）重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券

その他有価証券

・市場価格のない株式等以外のもの 連結会計年度末の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により算定）を採用して

おります。

・市場価格のない株式等 移動平均法による原価法を採用しております。

②　デリバティブ　　　　　　　　　　 時価法を採用しております。

③ 棚卸資産

商品、製品、原材料、仕掛品 主として総平均法による原価法（貸借対照表価

額は収益性の低下による簿価切下げの方法によ

り算定）を採用しております。

未成工事支出金 個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性

の低下による簿価切下げの方法により算定）を

採用しております。

貯蔵品 最終仕入原価法（貸借対照表価額は収益性の低

下による簿価切下げの方法により算定）を採用

しております。

（２）重要な減価償却資産の減価償却の方法

① 有形固定資産(リース資産を除く) 定率法を採用しております。

ただし、1998年４月１日以降に取得した建物

（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日

以降に取得した建物附属設備及び構築物、機械

装置については、主として定額法を採用してお

ります。

なお、主な耐用年数は、次のとおりでありま

す。

建物及び構築物　　　　　２年～60年

機械装置及び運搬具　　　２年～17年

② 無形固定資産 定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は、次のとおりであります。

自社利用のソフトウェア　５年

③ リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る

リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零（残存

保証の取り決めがある場合は、残存保証額を残存

価額）とする定額法を採用しております。

（３）重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金 債権の貸倒損失の発生に備えるため、一般債権

については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等

特定の債権については、個別に回収可能性を検

討し、回収不能見込額を計上しております。
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② 賞与引当金 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるた

め、賞与支給見込額のうち当連結会計年度に負

担すべき額を計上しております。

③ 役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退

職慰労金規程に基づく期末要支給額を計上して

おります。

④ 工事損失引当金 受注工事に係る損失に備えるため、当連結会計

年度末の未引渡工事のうち損失の発生が見込ま

れ、かつ金額を合理的に見積もることができる

工事について、損失見込額を計上しておりま

す。

（４）重要な収益及び費用の計上基準 顧客との契約から生じる収益に関する主要な事

業における主な履行義務の内容及び当該履行義

務を充足する通常の時点（収益を認識する通常

の時点）は以下のとおりであります。

① 土木建築用資材事業

土木建築用資材事業は、土木建築会社等に対し

て、棒線加工品、コンクリート二次製品用溶接

金網、メッシュフェンス等の土木建築用資材の

製造・販売並びに仕入・販売を行っておりま

す。

これら商品及び製品の販売については、「収益

認識に関する会計基準の適用指針」第98号に定

める代替的な取扱いを適用し、商品又は製品の

国内の販売において、出荷時から当該商品又は

製品の引渡時までの期間が通常の期間である場

合には、出荷時に収益を認識しております。

② 土木・建築工事事業

土木・建築工事事業は、土木建築会社等に対し

て、造成工事、型枠大工工事、コンクリート工

事、駐車場整備工事、河川護岸工事、外構工

事、舗装工事の施工等の請負を行っておりま

す。

これらの業務については、毎月履行した業務の

出来高に基づき収益を認識しております（アウ

トプット法）。

（５）重要なヘッジ会計の方法

① ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理を採用しております。

ただし、為替変動リスクのヘッジについて振当

処理の要件を充たしている場合には、振当処理

を採用しております。

② ヘッジ手段とヘッジ対象 当連結会計年度にヘッジ会計を適用したヘッジ

手段とヘッジ対象は、次のとおりであります。

　ヘッジ手段…デリバティブ取引（為替予約取引）

－ 27 －



　ヘッジ対象…外貨建予定取引、外貨建債務

③ ヘッジ方針 外貨建取引に係る為替変動リスクをヘッジする

ことを目的として、為替予約取引を行っており

ます。

④ ヘッジ有効性評価の方法 ヘッジ手段及びヘッジ対象について、連結会計

年度末において、個々の取引ごとのヘッジの有

効性の評価をしておりますが、ヘッジ対象にな

る外貨建取引と為替予約取引について、通貨・

金額・期間等の条件が同一の場合は、ヘッジの

有効性が極めて高いことから評価を省略してお

ります。

（６）その他連結計算書類作成のための基本となる重要な事項

①　退職給付に係る会計処理の方法 退職給付に係る負債又は資産は、従業員の退職

給付に備えるため、当連結会計年度末における

見込額に基づき、退職給付債務から年金資産の

額を控除した額を計上しております。

なお、当社においては当連結会計年度末に、年

金資産の額が退職給付債務の額を超えているた

め、当該超過額を投資その他の資産に「退職給

付に係る資産」として計上しております。

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額

を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方

法については、給付算定式基準によっておりま

す。

過去勤務費用は、主として発生時における従業

員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10

年）による定額法により按分した額を、発生連

結会計年度から費用処理しております。

数理計算上の差異は、主として各連結会計年度

の発生時における従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（10年）による定率法により按

分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度か

ら費用処理しております。

未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費

用については、税効果を調整の上、純資産の部

におけるその他の包括利益累計額の退職給付に

係る調整累計額に計上しております。

② のれんの償却方法及び償却期間 ４～10年間の均等償却を行っております。
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当連結会計年度

（千円）

のれん 439,420

当連結会計年度

（千円）

有形固定資産 7,926,369

無形固定資産 490,263

減損損失 －

建物及び構築物 218,388千円

土地 380,555千円

計 598,943千円

２. 有形固定資産の減価償却累計額 10,276,062千円

（会計上の見積りに関する注記）

（のれんの評価）

１．当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

２．識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

のれんを含む資産グループに減損の兆候があると認められる場合は、減損損失の認識の要

否を判定し、判定の結果、減損損失の認識が必要と判定された場合、帳簿価額を回収可能価

額まで減額し、帳簿価額の減少額は減損損失として計上することとしております。

当該見積りは、将来の不確実な経済条件の変動等によって影響を受ける可能性があり、仮

定の見直しが必要となった場合には翌連結会計年度の連結計算書類において、のれんの評価

に重要な影響を与える可能性があります。

（固定資産の減損）

１．当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

２．識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

固定資産のうち減損の兆候がある資産又は資産グループについて、当該資産又は資産グル

ープから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回る場合には、帳簿

価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しております。割引前将

来キャッシュ・フローの総額の見積りは、過去の実績及び将来の市場環境等を勘案して見積

もっております。固定資産の減損の兆候の把握、減損損失の認識の判定及び測定を行うに当

たっては慎重に検討しておりますが、事業計画や市場環境の変化により、その見積りの前提

とした条件や仮定に変更が生じた場合、翌連結会計年度の固定資産の減損の兆候の把握、減

損損失の認識の判定及び測定に影響を与える可能性があります。

（連結貸借対照表に関する注記）

１. 担保に供している資産

　上記の物件は、長期借入金　445,878千円の担保に供しております。
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株式の種類
当連結会計年度
期首株式数（株）

当連結会計年度
増加株式数（株）

当連結会計年度
減少株式数（株）

当連結会計年度
末株式数（株）

普 通 株 式 6,400,000 － － 6,400,000

決　　議 株式の種類
配当金の総額

（千円）
１株当たり
配当額(円)

基　準　日 効力発生日

2025年６月26日
定 時 株 主 総 会

普 通 株 式 45,884 8.00 2025年３月31日 2025年６月27日

2025年11月11日
取 締 役 会

普 通 株 式 45,884 8.00 2025年９月30日 2025年12月３日

決議予定 株式の種類
配当金の総
額 ( 千 円 )

配当の原資
１株当たり
配当額(円)

基　準　日 効力発生日

2026年６月26日
定 時 株 主 総 会

普通株式 51,017 利益剰余金 9.00 2026年３月31日 2026年６月29日

（連結株主資本等変動計算書に関する注記）

１. 発行済株式の総数に関する事項

２. 剰余金の配当に関する事項

(1) 配当金支払額等

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

　2026年６月26日開催の第87回定時株主総会において、次のとおり付議する予定であります。

（金融商品に関する注記）

１. 金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組方針

　当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関か

らの借入により資金を調達しております。

② 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク

　売上債権に係る顧客の信用リスクは、「与信管理規程」に沿ってリスク低減を図っ

ております。

　投資有価証券のうち、上場株式については、四半期ごとに時価の把握を行っており

ます。

　営業債務である買掛金の一部には、原材料の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為

替の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引を利用してヘッジ取引を目

的とした為替予約取引を行っております。

　なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性

の評価方法等については「連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関す

る注記　４．会計方針に関する事項　（５）重要なヘッジ会計の方法」をご覧くださ

い。
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連 結 貸 借 対 照 表
計 上 額 （ ※ ）

時 　 価 （ ※ ） 差 額

（１）投資有価証券
その他有価証券

767,852 767,852 －

（２）長期借入金
　　（１年内返済予定を含む）

(665,928) (661,212) △4,715

（３）デリバティブ取引 180 180 －

区 分
時　　　　価（※）

レ ベ ル １ レ ベ ル ２ レ ベ ル ３ 合 計

投資有価証券
　その他有価証券
　　株　式 767,852 － － 767,852

デリバティブ取引
　通貨関連

－ 180 － 180

２. 金融商品の時価等に関する事項

　2026年３月31日（当期の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差

額については、次のとおりであります。

（単位：千円）

（※）負債に計上されているものについては、（　）で示しております。

（注１）「現金及び預金」については、現金であること、及び預金は短期間で決済されるため

時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

　　「受取手形」「売掛金」「完成工事未収入金」「電子記録債権」「支払手形及び買掛金」

「工事未払金」「電子記録債務」「短期借入金」については、短期間で決済されるため時

価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

　　「関係会社長期貸付金」「長期貸付金」「リース債務」については、重要性が乏しいこと

から、記載を省略しております。

（注２）市場価格のない株式等は、「（１）投資有価証券」には含めておりません。当該金融

商品の連結貸借対照表計上額は111,527千円であります。

３. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

　金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下

の３つのレベルに分類しております。

　　レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算

定した時価

　　レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを使

用して算定した時価

　　レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプ

ットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を

分類しております。

① 時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

（単位：千円）

（※）負債に計上されているものについては、（　）で示しております。
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区 分
時　　　　価（※）

レ ベ ル １ レ ベ ル ２ レ ベ ル ３ 合 計

長期借入金
（１年内返済予定の長期
借入金を含む）

－ （661,212） － （661,212）

当連結会計年度

報 告 セ グ メ ン ト
合 計土木建築用

資 材
土木・建築
工 事

棒線加工品

コンクリート二次製品用溶接金網

メッシュフェンス

その他

土木・建築工事

10,778,468

43,981

1,416,039

1,510,072

－

－

－

－

－

4,643,275

10,778,468

43,981

1,416,039

1,510,072

4,643,275

顧客との契約から生じる収益 13,748,561 4,643,275 18,391,836

その他の収益 － － －

外部顧客への売上高 13,748,561 4,643,275 18,391,836

② 時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

（単位：千円）

（※）負債に計上されているものについては、（　）で示しております。

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

　投資有価証券

　上場株式の時価は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引され

ているため、その時価をレベル１の時価に分類しております。

デリバティブ取引

　為替予約の時価は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル

２の時価に分類しております。

長期借入金

　これらの時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率

を基に、割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

（収益認識に関する注記）

（１）顧客との契約から生じる収益を分解した情報

　当社及び連結子会社の主たる製品等の関連は以下のとおりであります。

（単位：千円）

（２）顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は「連結計算書類の作成のた

めの基本となる重要な事項に関する注記  ４．会計方針に関する事項  （４）重要な収益及び

費用の計上基準」に記載のとおりであります。なお、履行義務に対する対価は、履行義務を充

足してから概ね６ヵ月以内に受領しております。

－ 32 －



当 連 結 会 計 年 度

顧客との契約から生じた債権（期首残高） 4,701,271

顧客との契約から生じた債権（期末残高） 3,855,240

契約負債（期首残高） 5,352

契約負債（期末残高） 101,744

１. １株当たり純資産額 1,949円54銭

２. １株当たり当期純利益 30円66銭

（３）顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係

並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると

見込まれる収益の金額及び時期に関する情報

　① 契約資産及び契約負債の残高等

（単位：千円）

　契約負債は、契約に基づく履行に先立ち顧客から受領した対価に関連するものでありま

す。当社及び連結子会社が契約に基づき履行した時点で、契約負債は、収益の認識に伴い

取り崩されます。

　② 残存履行義務に配分した取引価格

該当事項はありません。

（賃貸等不動産に関する注記）

賃貸等不動産の総額に重要性がないため、注記は省略しております。

（企業結合等関係）
重要性が乏しいため、記載を省略しております。

（１株当たり情報に関する注記）
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（2026年３月31日現在）
（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額

（資　産　の　部）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受 取 手 形

売 掛 金

電 子 記 録 債 権

商 品 及 び 製 品

仕 掛 品

原材料及び貯蔵品

関係会社短期貸付金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

構 築 物

機 械 及 び 装 置

車 両 運 搬 具

工具器具及び備品

土 地

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ ェ ア

そ の 他

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

関 係 会 社 出 資 金

関係会社長期貸付金

前 払 年 金 費 用

そ の 他

貸 倒 引 当 金

　

7,076,067

1,519,997

42,424

1,799,576

896,178

666,654

396,107

1,213,660

492,159

49,835

△524

8,564,575

5,126,592

1,590,265

67,361

656,247

10,786

16,320

2,740,921

44,689

37,216

10,640

26,576

3,400,765

866,696

2,055,842

14,054

191,765

290,450

115,766

△133,810

　

（負　債　の　部）

流 動 負 債 5,067,281

買 掛 金 463,096

電 子 記 録 債 務 527,192

短 期 借 入 金 2,900,000

1年内返済予定の長期借入金 521,762

リ ー ス 債 務 945

未 払 金 171,855

未 払 費 用 145,718

未 払 法 人 税 等 47,603

賞 与 引 当 金 88,580

そ の 他 200,527

固 定 負 債 403,053

長 期 借 入 金 141,721

リ ー ス 債 務 3,092

繰 延 税 金 負 債 230,239

そ の 他 28,000

負 債 合 計 5,470,334

（ 純 資 産 の 部 ）

株 主 資 本 9,775,870

資 本 金 1,290,800

資 本 剰 余 金 1,214,043

資 本 準 備 金 1,205,879

その他資本剰余金 8,163

利 益 剰 余 金 7,629,827

利 益 準 備 金 128,430

その他利益剰余金 7,501,397

別 途 積 立 金 6,500,000

繰越利益剰余金 1,001,397

自 己 株 式 △ 358,800

評価・換算差額等 394,437

その他有価証券評価差額金 394,314

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 123

純 資 産 合 計 10,170,308

資 産 合 計 15,640,642 負 債 純 資 産 合 計 15,640,642

貸　借　対　照　表

（注） 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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（2025年４月１日から）2026年３月31日まで
（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 11,899,941

売 上 原 価 9,927,090

売 上 総 利 益 1,972,851

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,956,348

営 業 利 益 16,503

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 28,206

受 取 賃 貸 料 94,511

為 替 差 益 29,095

そ の 他 41,315 193,128

営 業 外 費 用

支 払 利 息 27,592

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 9,527

そ の 他 17,761 54,881

経 常 利 益 154,750

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 26,298 26,298

税 引 前 当 期 純 利 益 128,452

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 45,651

法 人 税 等 調 整 額 7,727 53,379

当 期 純 利 益 75,072

損　益　計　算　書

（注） 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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（2025年４月１日から）2026年３月31日まで
（単位：千円）

株　　　　　主　　　　　資　　　　　本

資本金

資 本 剰 余 金 利　　益　　剰　　余　　金

資本準備金
その他資本
剰 余 金

資本剰余金
合 計

利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合 計別途積立金

繰越利益
剰 余 金

当 期 首 残 高 1,290,800 1,205,879 8,163 1,214,043 128,430 6,500,000 1,018,093 7,646,523

当 期 変 動 額

剰余金の配当 △91,769 △91,769

当 期 純 利 益 75,072 75,072

自己株式の取得

株主資本以外の項
目 の 当 期
変 動 額 （ 純 額 ）

当 期 変 動 額 合 計 － － － － － － △16,696 △16,696

当 期 末 残 高 1,290,800 1,205,879 8,163 1,214,043 128,430 6,500,000 1,001,397 7,629,827

株 主 資 本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式

株 主 資 本
合 計

その他有
価証券評
価差額金

繰延ヘッジ
損 益

評価･換算
差 額 等
合 計

当 期 首 残 高 △318,868 9,832,498 212,978 △417 212,561 10,045,059

当 期 変 動 額

剰余金の配当 △91,769 △91,769

当 期 純 利 益 75,072 75,072

自己株式の取得 △39,932 △39,932 △39,932

株主資本以外の項
目 の 当 期
変 動 額 （ 純 額 ）

181,335 540 181,876 181,876

当 期 変 動 額 合 計 △39,932 △56,628 181,335 540 181,876 125,248

当 期 末 残 高 △358,800 9,775,870 394,314 123 394,437 10,170,308

株主資本等変動計算書

（注） 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表
（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式 移動平均法による原価法を採用しております。
(2) その他有価証券

① 市場価格のない株式等以外のもの 事業年度の末日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定）を採用して
おります。

② 市場価格のない株式等 移動平均法による原価法を採用しております。
２. デリバティブ等の評価基準及び評価方法

デリバティブ 時価法を採用しております。
３. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

(1) 商品、製品、原材料、仕掛品 総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益
性の低下に基づく簿価切下げの方法により算
定）を採用しております。

(2) 貯蔵品 最終仕入原価法（貸借対照表価額は収益性の低下
に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用し
ております。

４. 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く) 定率法を採用しております。

ただし、1998年４月１日以降に取得した建物
（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日
以降に取得した建物附属設備及び構築物、機械
及び装置については、定額法を採用しておりま
す。
なお、主な耐用年数は、次のとおりでありま
す。

建物　　　　　　３年～47年
機械及び装置　　２年～10年

(2) 無形固定資産 定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社
内における利用可能期間（５年）に基づいてお
ります。

(3) リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る
リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零（残
価保証の取り決めがある場合は、残価保証額を
残存価額）とする定額法を採用しております。

(4) 長期前払費用 　　 定額法を採用しております。

５. 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金 債権の貸倒損失の発生に備えるため、一般債権

については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等
特定の債権については、個別に回収可能性を検
討し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるた

め、賞与支給見込額のうち当事業年度に負担す
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べき額を計上しております。
(3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末

における退職給付債務及び年金資産の見込額に
基づき計上しております。
なお、当事業年度末において、年金資産の額が
退職給付債務に未認識数理計算上の差異を加減
した額を超えているため、当該超過額を投資そ
の他の資産に「前払年金費用」として計上して
おります。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額
を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
ついては、給付算定式基準によっております。
過去勤務費用は、発生時における従業員の平均
残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による
定額法により按分した額を、発生事業年度から
費用処理しております。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時にお
ける従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年
数（10年）による定率法により按分した額を、
それぞれ発生の翌事業年度から費用処理してお
ります。

６．重要な収益及び費用の計上基準 顧客との契約から生じる収益に関する主要な事
業における主な履行義務の内容及び当該履行義
務を充足する通常の時点（収益を認識する通常
の時点）は以下のとおりであります。
当社は、土木建築会社等に対して、棒線加工
品、コンクリート二次製品用溶接金網、メッシ
ュフェンス等の土木建築用資材の製造・販売並
びに仕入・販売を行っております。
これら商品及び製品の販売については、「収益
認識に関する会計基準の適用指針」第98号に定
める代替的な取扱いを適用し、商品又は製品の
国内の販売において、出荷時から当該商品又は
製品の引渡時までの期間が通常の期間である場
合には、出荷時に収益を認識しております。

７. ヘッジ会計の方法
(1) ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理を採用しております。

ただし、為替変動リスクのヘッジについて振当
処理の要件を充たしている場合には、振当処理
を採用しております。

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 当事業年度にヘッジ会計を適用したヘッジ手段
とヘッジ対象は、次のとおりであります。
　ヘッジ手段…デリバティブ取引（為替予約取引）
　ヘッジ対象…外貨建予定取引、外貨建債務

(3) ヘッジ方針 外貨建取引に係る為替変動リスクをヘッジする
ことを目的として、為替予約取引を行っており
ます。

(4) ヘッジ有効性評価の方法 ヘッジ手段及びヘッジ対象について、事業年度
末において、個々の取引ごとのヘッジの有効性
を評価しておりますが、ヘッジ対象になる外貨
建取引と為替予約取引について、通貨・金額・
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当事業年度

（千円）

関係会社株式 2,055,842

当事業年度

（千円）

有形固定資産 5,126,592

無形固定資産 37,216

減損損失 －

建物 202,651千円
土地 291,970千円

計 494,622千円

期間等の条件が同一の場合は、ヘッジの有効性
が極めて高いことから評価を省略しておりま
す。

（会計上の見積りに関する注記）

（関係会社株式の評価）

１．当事業年度の計算書類に計上した金額

２．識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

関係会社株式は市場価格のない株式であることから、評価にあたっては、当該株式の実質

価額が著しく低下し、かつ回復の可能性が見込めない場合に、減損処理を行うこととしてお

ります。

回復可能性の判断においては、関係会社の事業計画等に基づき実質価額が取得価額まで回

復するかどうかを検討しております。

当該見積りは、将来の不確実な経済条件の変動等によって影響を受ける可能性があり、予

測不能な事態により関係会社の業績が悪化し将来の業績回復が見込めなくなった場合、翌事

業年度の計算書類において、関係会社株式の金額に重要な影響を与える可能性があります。

（固定資産の減損）

１．当事業年度の計算書類に計上した金額

２．識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

１．の金額の算出方法は、連結注記表「会計上の見積りに関する注記（固定資産の減損）

２．識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報」の内容と同一です。

（貸借対照表に関する注記）
１. 担保に供している資産

　上記の物件は、長期借入金443,433千円の担保に供しております。
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２. 有形固定資産の減価償却累計額 8,156,076千円

(1) 短期金銭債権
(2) 長期金銭債権
(3) 短期金銭債務

123,012千円
15,872千円
518,146千円

貸出極度額の総額 2,685,000千円
貸出実行残高 552,779千円

差引額 2,132,220千円

① 売上高 503,471千円
② 仕入高 58,782千円
③ その他 29,420千円

(2) 営業取引以外の取引高 119,005千円

株 式 の 種 類
当 事 業 年 度
期首株式数(株)

当 事 業 年 度
増加株式数(株)

当 事 業 年 度
減少株式数(株)

当 事 業 年 度 末
株 式 数 ( 株 )

普 通 株 式 664,435 67,000 － 731,435

繰延税金資産
賞与引当金 27,920千円
未払社会保険料 4,428千円
貸倒引当金 91,763千円
未払役員退職慰労金 7,880千円
ゴルフ会員権評価損 22,441千円
棚卸資産評価損 4,025千円
減損損失累計額 565,177千円
出資金評価損 57,502千円
その他 20,474千円

小計 801,613千円
評価性引当額 △758,595千円

繰延税金資産計 43,017千円

３. 関係会社に対する金銭債権、債務は、次のとおりであります。

４. 貸出極度額の総額及び貸出残高
当社は、効率的な資金調達を行うため、子会社との間で極度貸付契約を締結しております。
当該契約に基づく貸出極度額の総額及び未実行残高は、次のとおりであります。

（損益計算書に関する注記）
１. 関係会社との取引高

(1) 営業取引高

（株主資本等変動計算書に関する注記）
自己株式の数に関する事項

　普通株式の自己株式の増加67,000株は、2026年２月16日開催の取締役会決議に基づき、2026
年２月17日付で自己株式を取得したことによるものであります。

（税効果会計に関する注記）
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
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繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 △181,495千円
前払年金費用 △91,550千円
その他 △211千円

繰延税金負債計 △273,257千円
繰延税金負債の純額 △230,239千円

種　類
会社等の名称
又は氏名

議決権等の所有
（被所有）割合

関連当事者
との関係

取引の内容 取引金額 科　目 期末残高

子会社 住倉鋼材㈱
所有
直接 100.00％

建設協力金
役員の兼任

建設協力金 76,492

関係会社
長期貸付金

60,619

投資その他
の資産の
その他

15,872

子会社 ＦＤテクノ㈱
所有
直接  85.10％

資金の貸付
工場の賃貸
事務所の

賃貸
役員の兼任

資金の貸付
（注１）

40,307
関係会社

短期貸付金
438,159

工場の賃貸
事務所の
賃貸

70,200
流動負債の

その他
6,435

子会社 ㈱中條工務店
所有
直接  99.00％

資金の借入
役員の兼任

資金の返済
資金の借入
（注１）

400,000
500,000

短期借入金 500,000

子会社 ㈱エアード
所有
直接  99.00％

資金の貸付
役員の兼任

資金の貸付
（注１）

54,000
関係会社

短期貸付金
54,000

関連会社

SMC TOAMI
LIMITED

LIABILITY
COMPANY

所有
直接  50.00％

資金の貸付
役員の兼任

債権放棄
（注２）

156,793 関係会社
長期貸付金

131,145

（注２）

１. １株当たり純資産額 1,794円16銭
２. １株当たり当期純利益 13円11銭

（関連当事者との取引に関する注記）
子会社及び関連会社等

（単位：千円）

取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1) 資金の貸付、借入については、市場金利等を勘案して決定しております。
(注2) 関連会社の長期貸付金に対し、131,145千円の貸倒引当金を計上しております。

なお、当事業年度において、債権放棄に伴い156,793千円を取り崩し、また、9,527千
円を繰り入れております。

（１株当たり情報に関する注記）
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代 表 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 岩本　吉志子

代 表 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 小 関　　亮

独立監査人の監査報告書

2026年５月11日

株式会社トーアミ

取 締 役 会　御 中

ネクサス監査法人
大阪府大阪市

監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社トー
アミの2025年４月１日から2026年３月31日までの連結会計年度の連結計
算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等
変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥
当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社トーアミ及び連結
子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益
の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基
準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、
「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監
査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い
事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社及び
連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の
責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適
切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の
責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等
委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用にお
ける取締役の職務の執行を監視することにある。

　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載
内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を

連結計算書類に係る会計監査報告書　謄本
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表明するものではない。

　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を
通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結計算書類又は当監
査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討す
ること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤
りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤り
があると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これ
には、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適
正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する
ことが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき
連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国にお
いて一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関
する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締
役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結
計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合
理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対
する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生す
る可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決
定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従
って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐
疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。ま
た、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監
査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎
となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明す
るためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況
に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を
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検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者
によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当
性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切で
あるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重
要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性
が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注
意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事
項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手し
た監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企
業として存続できなくなる可能性がある。

・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当
と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連す
る注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計
算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評
価する。

・　連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の
財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、連結計算
書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関する
指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に
対して責任を負う。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時
期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要
な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告
を行う。

　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職
業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与え
ると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講
じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフ
ガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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代 表 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 岩本　吉志子

代 表 社 員

業 務 執 行 社 員
公認会計士 小 関　　亮

独立監査人の監査報告書

2026年５月11日

株式会社トーアミ

取 締 役 会　御 中

ネクサス監査法人
大阪府大阪市

　

監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会
社トーアミの2025年４月１日から2026年３月31日までの第87期事業年度
の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算
書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」とい
う。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当
と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の
財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基
準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、
「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事
業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社から独
立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしてい
る。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入
手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の
責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等
委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用にお
ける取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類に係る会計監査報告書　謄本
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　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容
は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明す
るものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通
読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法
人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討するこ
と、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの
兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤り
があると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これに
は、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に
表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
が含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計
算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において
一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する
事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締
役の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算
書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理
的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する
意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可
能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従
って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐
疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。ま
た、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監
査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎
となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明する
ためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に
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応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者
によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当
性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であ
るかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要
な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め
られるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が
認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を
喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適
切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが
求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として
存続できなくなる可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と
認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する
注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等
が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価す
る。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時

期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要
な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告
を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職
業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与え
ると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講
じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフ
ガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
より記載すべき利害関係はない。

以　上
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監　査　報　告　書

　当監査等委員会は、2025年４月１日から2026年３月31日までの第87期事業

年度における取締役の職務の執行について監査いたしました。その方法及び

結果につき以下のとおり報告いたします。

１. 監査の方法及びその内容

　監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる

事項に関する取締役会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されてい

る体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等からその構築

及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求

め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。

①　監査等委員会が定めた監査等委員会監査等の基準に準拠し、監査の

方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携の上、重要な

会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項

の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧

し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しまし

た。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎

通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受け

ました。

②　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施してい

るかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状

況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計

監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体

制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品

質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を

受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細

書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個

別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、

連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について

検討いたしました。

監査等委員会の監査報告書　謄本
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２. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の

状況を正しく示しているものと認めます。

②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款

に違反する重大な事実は認められません。

③　内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当である

と認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記

載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認

められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

　会計監査人ネクサス監査法人の監査の方法及び結果は相当である

と認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果

　会計監査人ネクサス監査法人の監査の方法及び結果は相当である

と認めます。

　　2026年５月15日

株式会社トーアミ　監査等委員会

常勤監査等委員 德 渕 弘 司 ㊞

監 査 等 委 員 藤 木 晴 彦 ㊞

監 査 等 委 員 小 　 礒 　 ゆ か り ㊞

監 査 等 委 員 内 海 二 郎 ㊞
　

（注） 監査等委員藤木晴彦、小礒ゆかり及び内海二郎は、会社法第２条第

15号及び第331条第６項に規定する社外取締役であります。

以　上
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当社普通株式 １株につき９円

配当総額 51,017,085円

株主総会参考書類

議案及び参考事項

第１号議案 剰余金の処分の件

　第87期の期末配当につきましては、株主の皆様への適正な利益還元を重

視しながら、経営体質の強化及び将来の事業展開を総合的に勘案し、安定

した配当を維持するため、以下のとおりといたしたいと存じます。

① 配当財産の種類

　金銭といたします。

② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

③ 剰余金の配当が効力を生じる日

　2026年６月29日

候補者

番 号
氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当 社
株 式 の 数

１

き た が わ

北　　川　
よ し ひ と

芳　　仁
（ 1 9 6 9 年 8 月 8 日 生 )

2001年８月 当社入社

2008年６月 当社取締役

2010年６月 当社常務取締役

2011年４月 当社関西事業部長 兼 中国事業部長

2013年６月 当社代表取締役社長

2026年５月 当社代表取締役社長

　　　　　 兼 管理本部長（現任）

390,296株

[取締役候補者の選任理由]

　北川芳仁氏は、代表取締役社長としての実績を積み、溶接金網業界の将来を見据え

ながら、メーカーとしての体質改善及び差別化を図るための設備投資にも積極的に取

り組み、経営の効率化及び企業価値の向上に向け独自の経営施策を実行しており、当

社グループのリーダーとして十分に適任であることから、引き続き取締役として選任

をお願いするものであります。

第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件

　取締役（監査等委員である取締役を除く。以下本議案において同じ。）

４名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役４

名の選任をお願いいたしたいと存じます。

　なお、本議案につきましては、監査等委員会より、決定手続き及び内容

は相当であるとの報告を受けております。

　取締役候補者は、次のとおりであります。
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候補者

番 号
氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当 社
株 式 の 数

２

し も だ

下　　田　
し ゅ う い ち

修　　一
（ 1 9 6 4 年 1 1 月 2 0 日 生 ）

1989年９月 当社入社

2016年４月 当社北九州事業部長 兼 南九州事

業部長

2017年４月 SMC TOAMI LLC 社長

2018年６月 当社取締役

2022年６月 当社業務統括本部長

2024年６月 当社取締役上席執行役員・

　　　　　 業務統括本部長（現任）

24,000株

[取締役候補者の選任理由]

　下田修一氏は、当社の営業部門における十分な実績及び経験を有し、当社の事業拠

点での責任者を務めたのち、ベトナムの合弁事業における成長戦略の策定及び推進並

びに当社グループの海外における新規事業の担当を経て、現在は国内事業全般を統括

する職責も果たしており、経営全般にわたる見識を有していることから、引き続き取

締役としての選任をお願いするものであります。

３

ふ る た

古　　田　
た か ひ さ

貴　　久
（ 1 9 6 6 年 3 月 9 日 生 ）

2020年１月 当社入社 管理本部総務部長

2020年６月 当社取締役管理本部長

2024年６月 当社取締役上席執行役員・

　　　　　 管理本部長

2026年５月 当社取締役上席執行役員・

　　　　　 グループ統括本部長（現任）

19,600株

[取締役候補者の選任理由]

　古田貴久氏は、事業経営及び管理業務全般に関する十分な知見を有し、現在は当社

グループ全体の統括管理をおこなうとともに、経営企画並びに内部統制システムを含

むリスク管理及びコンプライアンスに関する運営体制の維持・強化に努めており、業

務執行者としても適任であることから、引き続き取締役として選任をお願いするもの

であります。
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候補者

番 号
氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当 社
株 式 の 数

４

アレキサンダー・

キャンベル・ベネット
（ 1 9 7 0 年 2 月 5 日 生 ）

2002年４月 国際日本文化研究センター 勤務

2006年４月 帝京大学文学部日本文化学科

　　　　　 専任講師

2006年４月 株式会社オブザアイ 社外取締役

2009年４月 関西大学国際部　教授（現任）

2010年10月 株式会社文化舎インターナショナ

ル出版　取締役（現任）

2023年４月 国際武道大学附属武道・スポーツ

　　　　　 科学研究所　所長

2025年６月 当社社外取締役（現任）

（重要な兼職の状況）

　株式会社文化舎インターナショナル出版

　取締役

0株

[社外取締役候補者の選任理由及び期待される役割の概要]

　ベネット氏は、現在大学教授及び研究所所長の任にあり、地域貢献や国際交流の場

で精力的に活動を行われるなど、幅広い経験とグローバルな知見を有しております。

　同氏には、その高い見識や豊富な経験等に基づき、取締役会等の場において独立し

た立場から提言・指摘等を行うことにより、当社の業務執行に関する監視機能の役割

を担っていただくことを期待しております。

（注）１．各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

２．候補者 アレキサンダー・キャンベル・ベネット氏は、社外取締役候補者であります。

３．候補者 アレキサンダー・キャンベル・ベネット氏は、現在、当社の社外取締役であ

り、社外取締役としての在任期間は本総会の終結をもって１年となります。

４．候補者 アレキサンダー・キャンベル・ベネット氏は、当社との人的関係、資本的関

係その他の利害関係はないため、東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届

け出ており、同氏の選任が承認された場合は、引き続き独立役員として届け出る予定で

あります。

５．候補者 アレキサンダー・キャンベル・ベネット氏と当社は、会社法第427条第１項の

規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、同

氏の選任をご承認いただいた場合は、当該契約を継続する予定であります。なお、当該

契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。

６．当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社と

の間で締結し、被保険者が負担することになる法律上の損害賠償金、訴訟費用を補填す

るものとし、当該保険料については全額当社負担としております。各候補者が取締役に
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選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は

次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

経営戦略

コンプライ
ア ン ス ・
リスクマネ
ジ メ ン ト

人 的 資 本
経 営

営 業
マーケティ
ン グ

金 融・
財   政

サステナ
ビ リ テ
ィ・グロ
ーバル経

験

社 会 制 度 ・
政   策

北 川 芳 仁 ● ● ● ● ●

下 田 修 一 ● ● ● ●

古 田 貴 久 ● ● ● ●

アレキサンダー・
Ｃ ・ ベ ネ ッ ト

● ● ●

德 渕 弘 司 ● ● ●

藤 木 晴 彦 ● ● ●

小 礒 　 ゆ か り ● ● ●

内 海 二 郎 ● ● ●

（ご参考）

取締役候補者　スキルマトリックス

以　上
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交 通 ■ ＪＲ学研都市線四条畷駅より徒歩約15分

■ 京阪電車大和田駅より京阪バス(系統)にて

国道中野下車徒歩約３分

定時株主総会会場ご案内図


